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　The location of universities in Japan continues to attract significant attention, as seen in the university location control policy 

for the Tokyo 23 wards, which started in 2018. In this study, author reviewed studies on the location of universities in Japan 

since 1995 and waded through similar studies in other countries. As a result, the overseas studies differ from the Japanese studies 

in the following points: first, they are based on the municipalities, second, the socio-economic background of the regional unit 

as a variable, third, they also consider the distance higher education institutions, and fourth, they focus on how the universities 

themselves are perceived to be located.
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１．問題と目的

　2018年６月１日に「地域における大学の振興及び若

者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進

に関する法律」（平成三十年法律第三十七号）が公布

され，同法第13条により特定地域における大学の新増

設が抑制されることとなった。特定地域は政令で定め

られることになっており，同日の政令において「東京

都の特別区の存する区域」，つまり，東京23区をその

特定地域として指定することとなった。これは，日本

における大学の立地規制政策と言える。

　日本では以前にも大学の立地規制あるいは地方分散

政策（島 1996）（１）が行われていた。1959年に制定さ

れたいわゆる工場等制限法では，東京特別区及び三鷹

市の大部分，武蔵野市の全部，横浜市及び川崎市の約

半分並びに川口市の一部と大阪市の大部分，尼崎市の

約半分並びに京都市，神戸市，芦屋市，西宮市，堺市，

東大阪市及び守口市の一部分（国土交通省 2001）（２）

で工場とともに大学の立地も規制された。その後，

2002年の工場等制限法の廃止や同年の中教審答申「大

学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」

で大都市圏における大学立地抑制の撤廃が提言され

た。

　今回の規制はその2002年以来の国土レベルにおけ

る大学の立地規制政策であると言え，大学の地域配置

が改めて重要視されていることを示唆している。

　さらに，2020年に全国そして世界的に蔓延した

COVID-19により多くの大学は対面講義を中止し，オ

ンラインによる遠隔講義を余儀なくされた。また，外

出の自粛も呼びかけられ，学生にとってみれば，ある

地域に所在するある大学に通っているという地域性が

失われると同時に，大学から遠方に居住する学生も下

宿をすることなく大学の講義を受けることが可能に

なっている。通信制大学以外の大学において感染症終
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息以降も遠隔講義が認められれば，大都市圏の学生が

地方の大学にあるいは地方の学生が大都市圏の大学に

在籍することが現在よりも容易になり，また異なる複

数地域の大学に所属することも可能になりうる。この

観点からも大学の地域配置がいかにあるべきかについ

て，議論を呼ぶことが想定される。

　以上のように，大学の地域配置に関する研究は現時

点において重要なテーマであると考えられる。稲永

（2005）（３）は大学と地域社会に関する研究動向を整理

した論考において高等教育機関の地域配置に関する研

究群は「研究そのものが地方分散とその評価に集中し

まっており，テーマとして都市が真正面から取り上げ

られた掲載はほとんど見られない」（p.302）と指摘し

ており，国土全体における地域配置と同時にある地域

に大学が配置されることの効果に関する研究も地域配

置の研究として重要な視点であることを示唆してい

る。

　以上を踏まえて，本研究では日本における日本を対

象とした大学の地域配置に関する研究と海外における

同種の研究のレビューを行う。それによって，海外文

献も含めて先行研究を整理することにより今後の日本

における大学の地域配置に関する研究を進展させてい

くうえで重要な視座を得ることが本研究の目的であ

る。

　本研究の構成は次の通りである。次の第２章では調

査対象とした文献の選定方法について述べる。そのう

えで第３章では日本における研究の概観を行う。その

次の第４章では第３章を受けながら海外における研究

の概観を行う。終章である第５章では日本と海外にお

ける研究の比較をおこなったうえで日本における大学

の地域配置に関する研究の展望を述べる。

２．方法

　日本を対象とした日本語で書かれた文献（以下，日

本文献）と英語で書かれた文献（以下，海外文献）の

両種について1995年以降の研究を対象として，2020
年９月７日に下記の方法で文献調査を行った。まず，

日本文献については検索エンジン Jstageを利用し，文

献種類をジャーナル，分野を「心理学・教育学」「社

会学」「人類学・史学・地理学」「建築学・土木工学」

に限定した１）うえでタイトル検索を行った。使用し

たキーワードは「大学　立地」「高等教育　立地」「大

学　地域」「高等教育　地域」「大学　地方」「高等教

育　地方」である。これらで検索結果に表れた文献の

うち，論文執筆者もしくはその所属機関が行った１事

例のみの実践や書評，例会記録などを除いた29件が対

象となった。

　海外文献については教育学分野における文献データ

ベ ー ス で あ る 検 索 エ ン ジ ンERICを 利 用 し，

PUBLICATION TYPEを「Journal Articles」としたうえ

で査読付論文に限定２）するために，「Peer reviewed 
only」にチェックを入れてタイトル検索を行った。使

用 し た キ ー ワ ー ド は「university location」「“higher 
education” location」「university local」「“higher education” 
local」である。海外文献においても日本文献と同様の

基準で対象を選定したうえで，locationを教室の座席

配置の意味で使用している文献や心理療法に関する文

献，globalizationの対句として localを使用している文

献などを除外し，21件が対象となった。以上の結果，

あわせて50件を本研究における調査対象とした。

３．日本における研究

日本における大学の地域配置に関する研究は次の二

つに大別された。一つ目は国土全体としてみたときに

大学地域配置の偏在性とそれによる人口移動現象につ

いて，学校基本調査等のデータを用いた分析である。

二つ目はある地域に大学が配置されることによる当該

地域と大学との関係性やその機能に着目した分析であ

る。

Ａ．国土全体における大学の地域配置と地域間の差異

に関する分析

　これらの研究群では大学が東京圏を代表する大都市

圏に集中してきたことに対し，日本において地方分散

化政策（島 1996）（４）の効果やその終焉（上山 2012a）（５）

による地域間格差の変化について考察している。さら

に，大学別のミクロデータを用いて大学の人口定着に

関する効果を分析した研究（藤井 2019a）（６）もある。

　島（1996）（７）は「昭和50年代前期高等教育計画」「昭

和50年代後期高等教育」「昭和61年度以降の高等教育

計画の量的整備について」の３期間にわたる高等教育

計画下の1976年から1993年までの県単位の収容率の

標準偏差を指標として地方分散度合いの変化を分析し

ている。その結果，1976年から1986年にかけては地

方分散が進んだものの，「昭和61年度以降の高等教育

計画の量的整備について」の機関にあたる1986年から

1993年にかけては「地方分散は停滞もしくは若干後退

している」（p.132）としている。また，小林（2006）（８）
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では国立大学と私立大学，また大都市と地方に分けた

うえで進学機会とその要因に関して分析し，高等教育

機会の地域間格差は残存していると指摘している。

　さらに，1990年代以降の工場等制限法の廃止と高

等教育計画における立地規制が事実上撤廃されたこと

による影響を分析した研究群が存在する。

　末冨（2008）（９）は，東京都所在大学を対象に，その

学部学生数の変動について在学者の実数を用いて分析

している。なお，工場等制限法によって制限されてい

た地域は区別している。そのなかで，「学部学生の「都

心回帰」はまだ確認されない」（p.207）と結論付けて

いる。

　上山（2012b）（10）は，1990年以降の大学進学率の地

域間格差について，先行研究において地域間格差の拡

大と安定という異なる結論に対して，それらの研究の

統計指標が異なることを指摘した上で，都道府県間相

関比３）という指標を用いた分析を行った。またデー

タは「学校基本調査」を用いて，進学率は大学進学者

数を３年前の中卒者数で割って計算している。この結

果，1975年から1990年にかけて縮小した大学進学率

の都道府県格差が1990年以降は拡大に転じ，2010年
段階では「1975年における格差状況に匹敵する大きさ

になりつつある」（p.32）としている。

　上山（2012a）（11）では政策介入した場合と未介入の場

合の差分を政策の効果と考えるインパクト評価の考え

方を導入し，大学学部定員数や収容率，大学進学率の

地域間格差について分析を行った。その結果，2004年
以降において大学の新増設が制限されていた地域にお

ける大学学部定員数が予測値よりも増加し，収容率や

進学率の地域間格差が拡大していることが示された。

これらに対し，朴澤（2012）（12）は先行研究において

地方県間の比較が不十分であることを指摘し，さらに

県内進学率と全体の大学進学率に分けて各都道府県の

進学率を分析した。説明変数として学歴別賃金を用い

た分析や，父親世代所得と収容率，大卒労働需要を説

明変数と用いた分析を行っている。これらの分析の結

果，学歴間の相対賃金の高い県ほど県外進学率が低く

なることを明らかにしている。また，県外進学率と県

内進学率が負の相関関係にあり，収容率は進学率全体

にほとんど関連性を持たないことを示している。さら

に，朴澤（2014）（13）では女子に焦点をあてた分析を

行った。その結果，女子の大学進学率が低い県が存在

するのは「若年者の相対就業者数（大卒／高卒）の少

ない県ほど、県外進学率及び大学進学率が低い」，「出

身県における将来の正規就業（自営を含む）の見込み」

が低い（いずれもp.22）ことが原因であることが示さ

れた。

　朴澤（2017）（14）では新たに東京で大学新増設が抑制

されることを想定し，18歳人口が東京圏では減少し

ていないことを踏まえた場合に，その影響がどのよう

に表れるかを検討している。日本全体を東京圏・京阪

神・愛知県・中間部・外縁部（北海道，東北，九州・

沖縄）のブロックに分類しブロック内およびブロック

間移動に関する時系列的な変化について分析を行って

おり，学校基本調査のデータを使用している。分析の

結果，東京圏の大学新増設抑制は東京圏出身者の大学

進学率を停滞させ，地域間格差が縮小する可能性があ

ることを示唆している。

　ここまでは教育社会学もしくは高等教育論を専門と

する研究者による研究であった。他方，直近において

都市計画を専門とする研究者による研究が見られる。

　藤井ら（2019a）（15）では旺文社が出版する「大学の

真の実力情報公開ＢＯＯＫ」のデータを用いて全国の

個別大学１の都道府県内進学率および都道府県内就職

割合を収集し，各大学の状況を地方別に整理してい

る。その結果から考察すると，東京23区における大学

新増設規制では東京都への人口一極集中を抑制するこ

とが困難であると主張している。また，藤井ら

（2019b）（16）では大学の偏差値に着目し，各大学の就職

状況に関するデータを用いて，首都圏以外の地域では

偏差値50以下の大学のほうが偏差値50以上の大学に比

べて，都道府県内への就職率が高いことを示した。

　以上が，日本における国土全体における大学地域配

置に関する研究動向であり，地域間格差の拡大・縮小

についてその実態を追う研究やその要因として就業構

造を検討した研究が見られた。なお，地域間比較の際

に地域は都道府県を単位とするか，そのうちのいくつ

かを組み合わせたブロック間比較がされていた。

Ｂ．大学と地域に存在する諸アクターとの関係に関す

る分析

　稲永ら（2000）（17）では先行研究において大学と地域

連携・交流に関する研究がほとんどないことを示した

うえで７校の国立総合大学教員を対象とした調査とそ

の大学が立地する地元有識者対象の調査を分析した。

その結果，期待と現状にギャップのある項目として

「社会人の再教育」や「教養の向上」があることが明

らかになった。また，教員個々人の地域とのかかわり

を分析した結果，工学系の教員が産業界との交流であ

るのみであるのに対し，社会科学系の教員は幅広い交
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流があることが明らかとなった。

　また大学立地とその周辺の地域社会の変容を分析し

た研究として例えば，李（2001）（18）は早稲田大学西早

稲田キャンパス周辺の商店連合会の商店を対象とした

アンケート調査を行い，その関係性の衰退を明らかに

した。特に，公開講座や地域と連携したまちづくり活

動，大学の開放などについて認識していなかったり実

感していなかったりしていることを示している。

　さらに，産学連携に関するいくつかの研究も存在す

る。例えば，小野（2016）（19）においては全国の国立大

学法人および金融機関を対象に行った大学と金融機関

の連携状況に関するアンケートと金融庁の資料から

データを作成し，都道府県別に大学と金融機関間の

ネットワーク分析を行った。そして都道府県別に類型

化を行っている。その結果多くの都道府県において地

域内でネットワークが完結していることなどが明らか

になった。

　また，産業界との連携ではなく，大学と自治体との

連携について調査した研究もいくつか存在する。例え

ば，斎尾ら（2016）（20）は大学キャンパス立地自治体

と大学キャンパス非立地自治体５）に分類しながら調

査，分析を行っている。まず，市町村の総合計画や都

市計画マスタープラン等における大学の位置づけを整

理し，どのような内容を大学に期待しているかを人口

や大学立地数で分類している。このなかで「キャンパ

ス非立地自治体学部特性・地域特性に応じて，県内外

の多数の連携協定締結大学を積極的に活用する自治体

も少ないながら存在する」（p.23）としている。さらに，

キャンパス非立地自治体を対象にしたアンケートにお

いて遠隔連携の実態と課題を分析している。この分析

の結果，地域課題や特性に応じて連携先の大学を分野

ごとに活用している実態などが明らかになった。

　以上のように，ある地域に大学が配置されることに

よる当該地域と大学との関係性やその機能に着目した

分析においては教員や地元有識者を対象とした調査

や，大学の周辺地域との関係性，地域の産業界との関

係性，自治体との関係性などに着目した研究が見られ

た。なお，Ｂ節において今回分析対象とした文献の多

くは産学連携や土木・建築学関係の論文誌に掲載され

ていた。

４．海外における研究

　第４章では海外文献について先行研究をまとめる。

海外文献は日本文献同様に大きく二種類に分類した。

一つ目は大学地域配置の偏在性とそれによる人口移動

現象に関する分析であり，二つ目は大学と地域産業の

関係性及び立地が大学に与える影響に着目した分析で

ある。

Ａ．国土全体における大学の地域配置と地域間の差異

に関する分析

　Tight（2007）（21）は，イングランドにおいて地方・郡・

都市域（Urban area）それぞれのレベルにおける人口

と高等教育機関数を整理し，都市域のレベルで見ると

人口が多いにも関わらず高等教育機関が存在しない都

市域があることを示している。そして大学数が全国的

に増えてはいるものの，偏在しているとしている。

同じくイングランドを対象としたHarrison（2013）（22）

は，同地における大学の進学需要について2004年と

2009年を比較した地方自治体単位での地域別分析を

行った。この二時点としたのはこの間に政府による高

等教育への支援策が変化し，また世界的な不景気が

あったためその変化も分析するためであった。具体的

には，国家統計局の小地域統計を補正して算出した地

方自治体別の大学志願率（Application rate）を目的変

数とし，次の変数を説明変数とした。一つ目は「GCSE 
合格率」，つまりイングランドにおける16歳時点で受

験する統一試験の合格率のデータである。二つ目は

「若年層の黒人やマイノリティの割合」，三つ目は「レ

ベル４６）までの教育を受けた成人の割合」である。

四つ目は「無料学校給食の請求者の割合」，五つ目は

「雇用密度」，六つ目は「若年者の失業率」である。七

つ目は「都市化の度合い」であり，これは地方自治体

内の各地区（neighborhood）それぞれが都市であるか

否かを合計することで当該地方自治体の都市化度合い

を示す指標である。そして最後が「当該地方自治体内

に大学が存在するダミー」変数である。

　これらを用いて地方自治体の大学志願率を分析した

結果，例えば2009年のデータでは「GCSE 合格率」「若

年層の黒人やマイノリティの割合」「レベル４までの教

育を受けた成人の割合」が高いほど志願率が高いこと，

「無料学校給食の請求者の割合」や「都市化の度合い」７）

が高いほど志願率が低いことが明らかになった。この

結果から，育った地域の社会経済的状況によって志願

率が左右されるとし，2011年のAimhigher８）廃止など

の政策の変更が地域間格差を拡大させうると指摘して

いる。

　中国を対象としたYang et al.（2020）（23）では省別の進

学率や大学数を整理したうえで，連邦国家ではない中
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国における公立地域大学の拡大について，中央政府か

ら省への高等教育に関する権限移譲に触れながら論じ

ている。

　オーストラリアにおける研究をレビューしたFray et 
al.（2020）（24）では物理的・感情的な距離は依然として

地方や遠隔地に住む若者にとって進学に関して影響力

のある要因であり，オンライン・遠隔教育コースへの

アクセスを向上させることなどを提案している。

Frenette（2009）（25）はカナダを対象とした研究であ

る。大学からの距離が40km以内，40～80km，80km
以上に分けると，学業成績には大きな差がないにもか

かわらず大学進学率には差があり遠方居住者ほど進学

率が低いことを示している。その上で，これまで大学

がなかった都市に大学が設立されると大学進学率は向

上するが，他方でカレッジへの進学率が低下している

ことを明らかにしている。

　オランダにおける博士課程修了者の居住地分布に関

する研究（Waaijer 2018）ではその地理的な集中は産

業との関係性というよりも博士号取得者が取得した大

学に留まって働くためであるとされている。

　以上のように，海外研究では都市レベルでの分析が

なされていることに特徴があると言える。また，オン

ライン教育や遠隔教育に関して言及されていることも

注目すべき点である。

Ｂ．大学と地域産業との関係と大学立地が大学に与え

る影響に関する分析

Peacock et al.（2002）（27）はイングランドにおける観

光企業への調査を実施し，大学と地域の観光産業との

関係性を分析した。その結果，大学の活動はほとんど

利用されておらず，人材を使用するという観点のみで

企業が大学を活用していることが明らかとなった。

　Westnes et al.（2009）（28）は北海油田の玄関口である

ノルウェーのスタバンゲルとスコットランドのアバ

ディーンの２つの地域における大学や公的研究機関が

果たした役割の比較研究を報告した。前者は組織的な

連携が行われている一方で後者は個々の学者による行

動の結果，産業界との関係性が構築されたとしてい

る。

　Misra（2020）（29）は1996年から2008年の間にインド

で設立された７つの新規高等教育機関を対象に，教員

への半構造化インタビュー，対象とした高等教育機関

の年次計画書や報告書，そしてインドの高等教育政策

資料を用いた分析を行った。そして，各大学の発展段

階をパスに整理し，初期資金の性格，大学の自主性，

立地した地域で利用可能なインフラや支援などがその

パスに影響を与えうることを明らかにした。

Winter et al.（2017）（30）では高等教育機関のアイデン

ティティとしての立地に着目し，イングランドにおけ

る各大学の大学案内の内容分析と高等教育機関におけ

るマーケティング担当者へのインタビューを実施して

いる。その結果，立地が必ずしも大学の差別化につな

がっていないことを明らかにしている。

　以上のように海外における大学がある地域に配置さ

れることによる効果に関する研究では地域の産業界と

の連携状況を分析した研究と共に，大学立地が大学に

対してどのような影響を与えているかという視点の研

究も見られた。

５．考察と展望

　本研究は，大学の地域配置に関する研究について日

本文献と海外文献の比較し，示唆を得ることが目的で

あった。まず，国土全体における大学の地域配置に関

する分析は日本においても多くなされているものの，

海外と比べると分析単位が都道府県かそれ以上の区分

であった。他方で例えばイングランドを対象とした

Harrison（2013）（31）では，日本における市のレベルで

大学の地域配置による影響を分析していた。この点に

おいて日本においても朴澤（2014）（32）のように都道府

県よりも細かい単位となる都市雇用圏を単位にした分

析も試みられている。

　また，地域区分ではなく大学からの距離に着目した

研究もあった（Frenette 2009）（33）。日本において距離

を考慮した分析の例としては牟田（1986）（34）が挙げら

れる。しかしながら，牟田は都道府県間移動について

は高校と大学の所在地を県庁所在地と見做して距離を

計算しており，それをもって移動距離を算出してい

る。つまり，この点においては都道府県単位の分析に

なっている。

　さらに，Harrison（2013）（35）では地域の社会状況を

説明変数としていた。日本においても，国勢調査の

データから市区町村レベルでの学歴データの入手は可

能であり，それを活用する可能性があることが示唆さ

れた。ただし，国勢調査は５年に１度であるものの，

学歴に関しては西暦の末尾が０である年，つまり10年
に１度の大規模調査でしか尋ねられていない点には留

意する必要がある。

　Fray et al.（2020）（36）では遠隔教育について触れられ

ていた。日本においてはかつて牟田（1984）（37）によっ
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て放送大学設置に関する費用効果分析が行われていた

が，今回対象となった文献においては遠隔高等教育機

関については念頭に置かれていなかった。確かに，日

本の大学生数が2,918,668人であるのに対し，通信制大

学の正規課程の学生数は162,547人，そして18～22歳に

限定すると18,712人である（文部科学省 2019）（38），つ

まり大学全体に対する通信制大学の規模は小さい。こ

のことから分析の俎上に上がっていないことが示唆さ

れる９）。しかしながら，今後，大学の地域配置に関し

て18歳人口が特に地方部において減少していくことを

考慮すると，遠隔高等教育機関が地域において果たす

役割についても明らかにしていく必要があるだろう。

ある地域に大学が配置されることによる当該地域と

大学との関係性やその機能に着目した分析において

は，日本では大学教員および地元有識者へのアンケー

ト，大学周辺地域との連携，産業界との連携，自治体

との連携が見られた。これに対して，海外の研究では

Winter et al.（2017）（39）のように大学案内の資料や関係

者へのインタビューを通じて，大学がある場所に立地

している意義を大学がどのように捉えているのかと

いった分析が見られた。大学の地域配置という点を考

えるときに，志願者や周辺地域のみならず，大学その

ものが立地についてどのように捉えているかを分析す

ることは，大学の地域配置を考えるうえでも重要な視

点であると考えられる。日本においても大学所在地が

わかるように名称変更する事例10）があり，大学立地

について大学経営者も意識している可能性がある。

　これらの先行研究から得られた示唆をまとめる。第

一に市区町村レベルなど小地域単位で大学の地域配置

やその影響に関する分析を行う必要性である。第二に

賃金や失業率以外の地域社会状況に関するデータを分

析に取り入れるという視点である。第三に通信制大学

などの遠隔高等教育機関を考慮に入れる，あるいはそ

れそのものを大学の地域配置と関連させることであ

る。第四に，大学立地が大学に対してどのような影響

を与えているかに捉えているかについて焦点をあてる

ことである。

　これら海外文献から得られた示唆を日本における研

究にも適用し，新たな知見を得られることが期待され

る。

注

１） 除外された主な文献内容は医学分野における大学と地域医療の

関係性に関するものである。

２） Jstageにも査読付論文を限定して抽出できる機能があるが，査

読論文である教育社会学研究の論文の一部が，この機能により除

外されたため，日本文献については限定しないことにした。

３） 上山（2012）（40）によれば，進学率の都道府県間の標準偏差を進

学率全体の標準偏差で割ったもの。

４） ただしデータが完全ではない大学もあるため実際には432校

（58％）を対象としたと論文中に書かれている。

５） なお，斎尾ら（2016）（41）によると大学立地自治体は約440ある

のに対し，非立地自治体は約1,300であり，後者の方が多い。

６） 学士の学位やディプロマ，サーティフィケートを保持するレベ

ル。

７） ただし，効果量は小さい。

８） 「貧困地域に居住する才能ある若者がトップクラスの大学に入

学することを促進することを目的とした」（財団法人自治体国際

化協会 2007, p.11）（42）政策

９） 学校基本調査において通信制大学は調査項目が“一般”の大学と

異なり，統計表においては別の場所に掲載されている。

10） 例えば，親和女子大学から神戸親和女子大学への改称や，共学

化を契機とした三島学園女子大学から東北文化学園大学への改称。
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